
 

 

第１０８号議案 

 

 

令和３年度新宮町相島診療所事業特別会計補正予算について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令

和３年度新宮町相島診療所事業特別会計補正予算を提出する。 

 

 

  令和３年１１月２６日 

 

 

新宮町長  長 﨑 武 利   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年度新宮町相島診療所事業特別会計補正予算 

 

 

 令和３年度新宮町相島診療所事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，８３３千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７，５３４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和３年１１月２６日提出 

 

 

新宮町長  長 﨑 武 利   
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1 13,560 2,833 16,393

1 使用料 13,512 2,833 16,345

34,701 2,833 37,534

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

使用料及び手数料

歳　　入　　合　　計

- 2 -

補　正　額

 千円



1 26,496 1,157 27,653

1 施設管理費 26,090 1,157 27,247

2 7,705 1,676 9,381

1 医業費 7,705 1,676 9,381

34,701 2,833 37,534

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

総務費

医業費

歳　　出　　合　　計
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歳　　出

款 計

 千円

項



１　総　　括

（歳　　入）

1 使用料及び手数料 13,560 2,833 16,393

34,701 2,833 37,534

 千円

歳　　入　　合　　計
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 千円  千円

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計
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（歳　　出）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 総務費 26,496 1,157 27,653 1,157

2 医業費 7,705 1,676 9,381 1,676

34,701 2,833 37,534 0 0 0 2,833

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円 千円

款 計

 千円  千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出　　合　　計
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 千円



 千円  千円

　１款　使用料及び手数料

　１項　使用料

 千円

2,833千円

2,833千円

 千円

目 補正前の額
節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

２　　歳    入

1 13,512 2,833 16,345総務使用料

 千円

補　正　額 計

診療報酬 2,8331 診療報酬 2,833

計 13,512 2,833 16,345
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相島診療所事業特別会計



 千円  千円

目 補正前の額

３　　歳    出

 千円  千円 千円 千円

補正額

地方債

計
区　　分

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円 千円  千円

　１款　総務費

　１項　施設管理費 1,157千円

1,157千円

節補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

1,1571 一般管理費 26,090 27,247 1,157 130職員手当等3 100時間外勤務手当

30時間外勤務手当（再任用職員）

39需用費10 39光熱水費

988償還金利子及22 988へき地診療所運営費補助金返還金

び割引料

0 0 1,15727,24726,090 1,157計

1,676千円

1,676千円

0

　１項　医業費

　２款　医業費

1,4032 医療用衛生 6,000 7,403 1,403 1,403需用費10 1,403医薬材料費

材料費

2733 薬務費 384 657 273 273委託料12 273血液検査等委託料

9,3817,705 1,676計 0 00 1,676

相島診療所事業特別会計
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１　一般職

（１）総括

（ ）

（ ）

（ ）

　注）（　）内は、再任用短時間勤務職員を外書き。

（ ）

（ ）

（ ）

（千円）

区　　　分
職　員　数

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　費

報　　　酬 給　　　料 職 員 手 当 計

（千円）

　　ア　会計年度任用職員以外の職員

80

100

（人） （千円） （千円）

180 180
1

1

給　　与　　費　　明　　細　　書

補　正　後
1

1

職 員 手 当

（千円）

比　　　較

1

（千円）（千円）

180 180

区　　　分
職　員　数

報　　　酬 給　　　料

（人） （千円）

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　費

計

80

0

80

備　　　　　　　　　　　　　考

補　正　前
1

千円

千円

　県市町村職員退職手当組合負担金

　県市町村職員退職手当組合負担金

100100

11

191

0

共　済　費

補　正　前

11

合　　　計
区　　　分

（千円） （千円）

補　正　後

通勤手当

180

（千円） （千円）

時 間 外

勤務手当

（千円）

住居手当

（千円）

100

管理職員

特別勤務手当

（千円）（千円）

勤勉手当

80

初 任 給

調整手当

（千円）

補　正　後
1

比　　較

宿 日 直
期末手当

（千円） （千円） （千円）

区　　分

職員手当

の 内 訳
補 正 前

手　　当 手　　当

特殊勤務

補 正 後

91

の 内 訳

補 正 後

地域手当
管 理 職

手　　当

比　　較

補 正 前

職員手当

区　　分

比　　　較

（千円）

0

（千円）

扶養手当

100

比　　　較
0

補　正　前
1

100
0

80
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　注）（　）内は、再任用短時間勤務職員を外書き。

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

給 与 改 正 に 伴 う 増 減 分

100

比　　　較 0 100

補 正 後

区　　分
扶養手当

補 正 前

職員手当 （千円） （千円）

職員手当 100

そ の 他 の 増 減 分

の 内 訳

補　正　前 11

増　減　事　由　別　内　訳

宿日直手当 期末手当

補 正 後

（千円）

（千円）

昇 給 に 伴 う 増 加 分

そ の 他 の 増 減 分

区　　分

給　　料

91

　注）この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係わる

職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載。

　注）（　）内は、再任用短時間勤務職員を外書き。

（千円）

0

千円

　県市町村職員退職手当組合負担金 千円

180

地域手当 住居手当

（千円）（千円）

管理職手当

共　済　費 合　　　計
備　　　　　　　　　　　　　考

時間外勤務手
当

通勤手当

補　正　後 11 191 　県市町村職員退職手当組合負担金

区　　　分

（千円） （千円）

（千円）

勤勉手当
管理職員特別

勤務手当

の 内 訳

比　　較 100

補 正 前 80

区　　分
特殊勤務手当

職員手当 （千円） （千円） （千円）

比　　較

（千円）
備　　考説　　　　　　　明

増 減 額

（千円）

制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分

異動等に伴う増
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